
平成20年

4月1日

保険証�＋�
老人医療�
受給者証�

国民健康保険などに加入しながら�
老人医療制度で医療を受けます�

保険証�

後期高齢者制度で医療を受けます�

広報しもだ  ２００７. １０ 月号  －２－

　

こ
れ
ま
で
の
老
人
保
健
法
が
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
に
改
正
さ
れ
、「
老
人
保
健
制

度
」
で
医
療
を
受
け
て
い
る
方

（　

歳
以
上
ま
た
は
一
定
の
障
害

７５
を
有
す
る　

歳
以
上
の
方
）
は
、

６５

平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
「
後
期

２０

高
齢
者
医
療
制
度
」
で
医
療
を
受

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
老
人
医
療
費
が
増
大

す
る
中
、
現
役
世
代
と
高
齢
者
世

代
の
負
担
を
明
確
化
し
、　

歳
以

７５

上
の
後
期
高
齢
者
の
心
身
の
特
性

や
生
活
実
態
等
を
踏
ま
え
、
高
齢

化
社
会
に
対
応
す
る
公
平
で
わ
か

り
や
す
い
制
度
と
す
る
た
め
に
創

設
さ
れ
る
も
の
で
す
。

い
、
各
種
届
出
な
ど
の
窓
口
事
務

や
保
険
料
の
徴
収
は
各
市
町
が
行

い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
主
な
役
割

は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

後
期
高
齢
者
の
医
療
に
か
か
る

費
用
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
の

窓
口
で
支
払
う
患
者
負
担
を
除
い

て
、
国
、
県
、
市
町
か
ら
の
公
費

（
約
５
割
）、現
役
世
代
か
ら
の
支

援
金
（
約
４
割
）、
被
保
険
者
の
納

め
る
保
険
料
（
約
１
割
）
で
賄
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
医
療
制
度
改
革
に
伴
う
国
民
健
康
保
険

の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
詳
細
が

決
ま
り
し
だ
い
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

新
し
い
制
度
の
運
営
は
、
静
岡

県
内
全
市
町
で
設
立
し
た
静
岡
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
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老
人
保
健
制
度
が
変
わ
り
ま
す
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平
成　

年
４
月
か
ら

20

下田市の役割広域連合の役割

�保険料の徴収、減免申
請の受付
�被保険者資格に関する

申請・届出の受付
�被保険者証、資格証明

書の引き渡し
�医療給付 （高額療養費な

ど） に関する申請・届出
の受付

�被保険者資格の認定、
管理
�被保険者証、資格証明

書の交付決定
�保険料率の決定
�保険料の賦課、減免等

の決定
�保険給付の支給、不支

給の決定

広域連合と下田市の役割

後期高齢者医療制度費用負担の仕組み�
�

患者
負担

公費（約5割）
（国：県：市町＝4：1：1）

高齢者の保険料
1割

後期高齢者支援金（若年者の保険料）
約4割

後期高齢者の
心身の特性に
応じた医療
サービス

〈一括納付〉
〈交付〉

医療保険者
健保組合、国保など

社会保険診療
報酬支払基金

被保険者
（75歳以上の者）

各医療保険（健保、国保等）の被保険者
（0～74歳）

保険料

口座振替・
銀行振込等

年金から
天引き

医
療
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
す

医
療
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
す

医医
療療
保保
険険
制制
度度
がが
変変
わわ
りり
まま
すす

平成20年4月から平成20年3月まで

　
　

保
険
料
は
ど
う
な
り
ま
す
か
？

　
　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

該
当
す
る
方
全
員
に
保
険
料
を
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
額
は
、
所
得
に
応
じ
て

計
算
さ
れ
る
所
得
割
額
と
、
全
員

同
額
と
な
る
均
等
割
額
の
合
算
額

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
所
得
の
状

況
に
応
じ
た
均
等
割
額
の
軽
減
措

置
（
７
割
・
５
割
・
２
割
）
が
あ

り
ま
す
。
被
用
者
保
険
の
被
扶
養

者
か
ら
移
行
し
た
方
は
、
所
得
割

額
を
２
年
間
賦
課
せ
ず
、
均
等
割

額
は
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
来
年
１
月
の
広
報

紙
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

　
　

保
険
料
は
ど
の
よ
う
に
納
め

る
の
で
す
か
？

　
　

保
険
料
は
年
金
か
ら
天
引
き

 （
特
別
徴
収
） さ
れ
る
か
、
納
付
書

で
納
め
て （
普
通
徴
収
） い
た
だ
き

ま
す
。

　

特
別
徴
収
は
年
額　

万
円
以
上

１８

の
年
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
方
が

対
象
で
、
保
険
料
の
天
引
き
は
平

成　

年
４
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

２０
な
お
、
介
護
保
険
料
と
合
わ
せ
た

保
険
料
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１

を
超
え
る
方
は
、
納
付
書
で
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
納
期
に

つ
い
て
は
、
今
後
決
定
し
ま
す
。

が
な
け
れ
ば
、 病
院
な
ど
で
は
１
枚

の
被
保
険
者
証
で
済
み
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
こ
の
制
度
に
該
当

す
る
方
は
、
老
人
医
療
受
給
者
証

だ
け
で
な
く
、
今
ま
で
加
入
し
て

い
た
各
種
の
健
康
保
険
の
被
保
険

者
証
を
返
却
し
て
い
た
だ
き
、
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
に
切

り
替
え
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、
新
し
い
被
保
険
者
証
は

来
年
３
月
に
お
届
け
し
ま
す
。
手

続
き
は
特
に
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

病
院
な
ど
で
診
療
を
受
け
る

と
き
は
ど
う
な
り
ま
す
か
？

　
　

被
保
険
者
証
は
１
枚
に
な
り

ま
す
の
で
、
窓
口
で
の
確
認
は
こ

れ
ま
で
よ
り
簡
単
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
病
院
な
ど
の
窓
口
で
支
払

う
金
額
も
、
こ
れ
ま
で
の
老
人
医

療
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
原
則
と
し

て
自
己
負
担
１
割
、
現
役
並
み
所

得
者
は
自
己
負
担
３
割
で
す
。

　
　

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
場

合
は
ど
う
な
り
ま
す
か
？

　
　

１
か
月
間
の
医
療
費
の
支
払

い
が
、
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え

た
場
合
、
超
え
た
金
額
が
高
額
療

養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
な
ど
、

現
行
の
老
人
保
健
制
度
と
同
様
の

医
療
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

－３－  広報しもだ  ２００７. １０ 月号

Ｑ　

ど
ん
な
人
が
対
象
で
す
か
？

　
　

現
在
、
老
人
医
療
受
給
者
証

を
お
持
ち
の
方
と
来
年
３
月　

日
３１

ま
で
に　

歳
に
な
る
方
（
生
活
保

７５

護
対
象
者
等
を
除
く
）
は
、
新
し

い
制
度
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
来

年
４
月
１
日
以
降
に　

歳
に
な
る

７５

方
は
、
そ
の
誕
生
日
か
ら
対
象
に

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、　

歳
以
上
で
一
定
の
障

６５

害
を
お
持
ち
の
方
は
、
申
請
に
よ

り
こ
の
新
し
い
制
度
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
一
定
の
障
害
に
よ
り
老

人
医
療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の　
７５

歳
未
満
の
方
に
つ
い
て
は
、
こ
の

制
度
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　
　

今
ま
で
の
各
種
健
康
保
険
証

は
使
え
な
く
な
り
ま
す
か
？

　
　

老
人
医
療
受
給
者
証
は
、
国

民
健
康
保
険
や
社
会
保
険
な
ど
の

被
用
者
保
険
等
の
上
乗
せ
と
し
て

お
使
い
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
来

年
４
月
か
ら
は
、 こ
れ
ら
は
す
べ
て

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
一
本
化

さ
れ
ま
す
。
入
院
時
の
標
準
負
担

額
限
度
額
認
定
や
特
定
疾
病
な
ど

　

平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
、　

２０

７０

歳
以
上　

歳
未
満
の
自
己
負
担
割

７５

合
は
１
割
か
ら
２
割
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。
な
お
、
現
役
並
み
所

得
者
の
自
己
負
担
割
合
は
こ
れ
ま

で
ど
お
り
３
割
で
す
。
ま
た
、　
６５

歳
以
上　

歳
未
満
の
方
に
つ
い
て

７０

も
こ
れ
ま
で
同
様
に
３
割
で
す
。

　

平
成　

年
４
月
か
ら
は
、
特
に

２０

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の

発
見
と
予
防
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を

絞
っ
て
、
特
定
健
診
・
特
定
保
健

指
導
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
健
診
・
保
健
指
導
は
、
国

民
健
康
保
険
や
健
康
保
険
組
合
な

ど
の
医
療
保
険
者
が
行
い
ま
す
。

ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

適
用
を
受
け
る
方
は
静
岡
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
予

定
で
す
。

帯
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
年

金
か
ら
の
天
引
き （
特
別
徴
収
） と

な
り
ま
す
。

 �
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○
対
象
者
は　

歳
か
ら　

歳
の
方

４０

７４

で
す
。

○
実
施
す
る
の
は
、
国
民
健
康
保

険
や
健
康
保
険
組
合
な
ど
の
各
保

険
者
で
す
。

○
検
診
結
果
に
基
づ
き
、
生
活
習

慣
病
改
善
を
支
援
し
ま
す
。

※
下
田
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入

さ
れ
て
い
る
方
の
健
診 
・ 
保
健
指
導

は
下
田
市
が
行
い
ま
す
。
詳
細
は

決
ま
り
し
だ
い
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
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平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
、　

２０

６５

歳
以
上
の
年
金
受
給
者
だ
け
の
世

　

会
社
等
を
退
職
し
た
方 （
厚
生
年

金
等
加
入
期
間
が　

年
以
上
ま
た

２０

は　

歳
以
降　

年
以
上
で
そ
の
年

４０

１０

金
の
受
給
権
者
） 及
び
そ
の
被
扶
養

者
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る

際
、
退
職
者
医
療
制
度
を
利
用
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
平
成

　

年
４
月
１
日
か
ら
そ
の
対
象
年

２０齢
が
現
行
の　

歳
未
満
か
ら　

歳

７５

６５

未
満
の
方
に
変
更
に
な
り
ま
す
。
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前
期
高
齢
者（　
歳
か
ら　

歳
）の

65

74

医
療
制
度
が
変
わ
り
ま
す

　

歳
か
ら　

歳
の

40

74

特
定
健
診 ・ 
特
定
保
健
指
導
が
実
施
さ
れ
ま
す


